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○三田市市政への市民参加条例 

平成26年9月19日 

条例第33号 

改正 平成28年9月15日条例第37号 

目次 

第1章 総則(第1条―第6条) 

第2章 市政への市民参加の手法 

第1節 市民意見を聴く手続(第7条―第20条) 

第2節 まちづくり提案(第21条) 

第3章 市政への市民参加の推進(第22条―第24条) 

第4章 補則(第25条) 

付則 

第1章 総則 

(目的) 

第1条 この条例は、三田市まちづくり基本条例(平成24年三田市条例第35号。以下「まちづくり基本

条例」という。)第19条の規定に基づき、市政への市民参加の手続その他必要な事項を定めること

により、市民主体のまちづくりを推進することを目的とする。 

(定義) 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 市長等 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定

資産評価審査委員会をいう。 

(2) 市政への市民参加 市長等が行う施策等の企画立案の段階から意思決定までの過程において、

市民が意見を述べ、又はまちづくりに関する提案を行うことをいう。 

(市政への市民参加の基本原則) 

第3条 市政への市民参加の基本原則は、次のとおりとする。 

(1) 市政への市民参加は、市民の多様な意見等が市政に活かされることを期して行われるものと

する。 

(2) 市政への市民参加は、施策等の内容に応じて、適切な時期及び方法により行われるものとす

る。 

(市長等の責務) 

第4条 市長等は、市政への市民参加の機会を積極的に設けるよう努めるものとする。 

2 市長等は、市民に対して市政に関する情報を積極的に、かつ、分かりやすく公開することにより、

市政への関心を高めるよう努めるものとする。 

3 市長等は、市政への市民参加を経た施策等について、市政への市民参加による意見や提案に対す

る考え方を説明するよう努めなければならない。 

(市民の責務) 

第5条 この条例により市政へ参加し、又は参加しようとする者は、特定の個人又は団体の利益では

なく、市全体の利益を考慮するとともに、市民相互の自由な発言を尊重するよう努めるものとする。 

(他の制度との調整) 

第6条 この条例を除く法令の規定により、市政への市民参加が行われる場合は、この条例に基づく

市政への市民参加を実施することは要しない。 

第2章 市政への市民参加の手法 

第1節 市民意見を聴く手続 

(市民意見を聴く手続の対象) 

第7条 市長等は、次に掲げる事項(以下「対象事項」という。)を行うときは、あらかじめ、次条に

規定する市民意見を聴く手続を実施するものとする。 

(1) 市の憲章、宣言等の策定、変更又は廃止 

(2) 市の総合計画(まちづくり基本条例第28条第1項に規定する総合計画をいう。)その他市政にお

ける基本的な事項を定める計画等の策定、変更又は廃止 

(3) 市政における基本的な事項を定める条例の制定、改正又は廃止 

(4) 義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例の制定、改正若しくは廃止 
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(5) 前各号に掲げるもののほか、市民の生活に重大な影響を及ぼすおそれがあると市長等が認め

る制度、事業等の策定、変更又は廃止 

2 前項の規定にかかわらず、市長等は、対象事項が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、

市民意見を聴く手続を実施しないことができる。 

(1) 市税の賦課徴収に関するものその他金銭の徴収に関するもの 

(2) 市長等の裁量の余地がないもの 

(3) 市長等の機関内部の事務処理に関するもの 

(4) 関係法令の改正に伴う規定の整備その他軽易なもの 

(5) 緊急に行わなければならないもの 

(市民意見を聴く手続の種類及び内容) 

第8条 市民意見を聴く手続の種類及び内容は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 附属機関により市民意見を聴く手続 市長等が地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4

第3項の規定により設置する附属機関の委員に市民を選任し、その調査審議等を通じて対象事項

に係る市民意見を聴く手続 

(2) パブリックコメント手続 市長等が対象事項の案等を公表して、広く一般の意見を求め、提

出された意見の概要及び当該意見に対する市長等の考え方等を公表する手続 

(3) 意向調査手続 市長等が調査項目を設定し、一定期間内に対象事項に係る市民意見を収集す

る手続 

(4) ワークショップ手続 参加した市民同士が共同作業を行いながら、活発に議論することを通

じて、市長等が対象事項に係る市民意見を聴く手続 

(5) 公聴会手続 対象事項に関して、賛成の意見と反対の意見が存在する場合において、市長等

が市民等からその意見を聴く手続 

(6) 意見交換会手続 市長等が対象事項について案を説明し、市民と市長等が当該案について意

見を交換することを通じて市民意見を聴く手続 

(7) その他の手続 前各号以外の市民意見を聴く手続 

(市民意見を聴く手続の実施基準) 

第9条 市長等は、対象事項の内容等を考慮した上で、前条に規定する市民意見を聴く手続を選択し、

実施しなければならない。 

2 市長等は、適切な時期に、市民意見を聴く手続を実施するよう努めるものとする。 

3 市長等は、1対象事項につき2以上(当該対象事項が、議会の議決事項に該当する場合は1以上)の市

民意見を聴く手続を実施するよう努めるものとする。 

(附属機関により市民意見を聴く手続) 

第10条 第8条第1号に規定する附属機関により市民意見を聴く手続は、次により実施するものとする。 

(1) 市長等は、次条の規定により選任した附属機関の委員(以下「公募委員」という。)及び第12

条の規定により選任した附属機関の委員(以下「名簿委員」という。)の合計人数が当該附属機関

の委員の人数の3割以上になるよう努めること。 

(2) 市長等は、公募委員及び名簿委員(以下総称して「市民委員」という。)の選任に当たっては、

当該附属機関の担任事務等を踏まえて、年齢、居住地域などに配慮するとともに、市民委員の男

女のそれぞれの人数が同数になるよう努めること。 

(3) 市長等は、第8条第1号の附属機関の会議を、三田市情報公開条例(平成15年三田市条例第2号。

以下「情報公開条例」という。)第30条の規定により公開すること。 

(公募委員) 

第11条 市長等は、附属機関の委員の募集に応じた者で、かつ、市の他の附属機関の委員に就任して

いない者から、選考等により公募委員を選任することができる。 

2 市長等は、公募委員を選任しようとするときは、あらかじめ選考基準その他選任方法を公表しな

ければならない。 

(名簿委員) 

第12条 市長等は、第22条に規定する名簿に登載された者から名簿委員を選任することができる。た

だし、市の他の附属機関の委員を名簿委員に選任することはできない。 

(パブリックコメント手続) 

第13条 第8条第2号に規定するパブリックコメント手続は、次により実施するものとする。 

(1) 市長等は、パブリックコメント手続の実施に当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を公

表すること。 
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ア 対象事項の案及び関連資料 

イ 対象事項の案についての意見の提出先、提出方法及び提出期間 

ウ その他市長等が必要と認める事項 

(2) 市長等は、パブリックコメント手続を経て対象事項を決定したとき(当該対象事項が議会の議

決事項に該当する場合は、議会へ提出する案を決定したとき)は、情報公開条例第7条に規定する

非公開情報(以下「非公開情報」という。)を除き、パブリックコメント手続により提出された意

見の概要、提出された意見に対する検討結果及び理由その他市長等が必要と認める事項を公表す

ること。 

(意見の提出期間) 

第14条 前条第1号イの意見の提出期間は、同号の公表の日から起算して30日以上でなければならな

い。 

2 前項の規定にかかわらず、市長等は、緊急の必要があるときその他やむを得ない事情があると認

めるときは、理由を明らかにしたうえで、これを下回る意見の提出期間を定めることができる。 

(意向調査手続) 

第15条 第8条第3号に規定する意向調査手続は、次により実施するものとする。 

(1) 市長等は、意向調査手続の実施に当たって、その目的を明らかにすること。 

(2) 市長等は、意向調査手続を実施したときは、非公開情報を除き、速やかにその結果を公表す

ること。 

(ワークショップ手続) 

第16条 第8条第4号に規定するワークショップ手続は、次により実施するものとする。 

(1) 市長等は、ワークショップ手続の実施に当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を公表す

ること。 

ア 対象事項の内容 

イ 開催の日時及び場所 

ウ その他市長等が必要と認める事項 

(2) 市長等は、第22条に規定する名簿に登載された者及び市長等が参加者の募集を行った場合に

おける当該募集に応募した者の中から参加者を選任し、その旨を通知すること。この場合におい

て、参加者の選任に当たっては、年齢、居住地域、男女の比率などに配慮するものとする。 

(3) 市長等は、ワークショップ手続の実施に当たっては、参加者による活発な議論のための措置

を講ずるよう努めること。 

(4) 市長等は、ワークショップ手続を実施したときは、記録を作成し、非公開情報を除き、速や

かに公表すること。 

(公聴会手続) 

第17条 第8条第5号に規定する公聴会手続は、次により実施するものとする。 

(1) 市長等は、公聴会手続の実施に当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を公表すること。 

ア 対象事項の内容 

イ 開催の日時及び場所 

ウ 公聴会手続により意見を述べる者となることができる者の範囲 

エ 公聴会手続により意見を述べようとする対象事項の内容についての賛否とその理由を記載

した文書の提出先、提出方法及び提出期間 

オ その他市長等が必要と認める事項 

(2) 前号エに規定する文書の提出期間は、緊急の必要があるときその他やむを得ない事情がある

と認めるときを除き、同号の公表の日から起算して30日以上であること。 

(3) 市長等は、第1号エに規定する提出期間に文書の提出がない場合は、公聴会手続による会議(以

下「公聴会」という。)を開催しないこととし、その旨を公表すること。この場合において、第9

条第3項の適用における第8条第5号に規定する市民意見を聴く手続が実施されたものとみなす。 

(4) 市長等は、必要と認めるときは、公聴会において学識経験を有する者の意見を聴くことがで

きること。 

(5) 市長等は、第1号エの文書の提出をした者及び前号の学識経験を有する者の中から、公聴会に

おいて意見を述べる者(以下「公述人」という。)を決定すること。この場合において、当該対象

事項の内容に賛成する者及び反対する者があるときは、一方に偏らないように決定するものとす

る。 

(6) 市長等は、第1号エの文書を提出した者に対して、前号による決定の結果を通知すること。 
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(7) 情報公開条例第30条の規定は、公聴会に準用すること。 

(8) 次条第1項の議長は、公聴会の内容を記録し、市長等に報告すること。 

(9) 市長等は、前号の記録について、非公開情報を除き、速やかに公表すること。 

(公聴会の議事等) 

第18条 公聴会は、市長等が指名する者が議長となり、会議を主宰する。 

2 公述人、公聴会を傍聴する者など公聴会の参加者は、公聴会において、議長の議事進行上の指示

に従わなければならない。 

3 議長は、公述人に対して質問をすることができる。 

4 公述人が公聴会において意見を述べるときは、議長の許可を得なければならない。 

5 公述人が述べる意見の内容は、当該対象事項の内容を超えてはならない。 

6 議長は、公述人が前項に違反したとき又は公聴会の運営に支障を生じさせ、若しくは生じさせる

おそれがあると認めるときは、意見を述べることを制止し、若しくは退席を命じることができる。 

(意見交換会手続) 

第19条 第8条第6号に規定する意見交換会手続は、次により実施するものとする。 

(1) 市長等は、意見交換会手続の実施に当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を公表するこ

と。 

ア 対象事項の案の内容 

イ 開催の日時及び場所 

ウ 意見交換会手続に参加できる者の範囲 

エ その他市長等が必要と認める事項 

(2) 前号に規定する公表は、緊急の必要があるときその他やむを得ない事情があると認めるとき

を除き、意見交換会手続による会議(以下「意見交換会」という。)を開催する予定の日から起算

して14日前までに行うこと。 

(3) 市長等は、意見交換会を開催したときは、記録を作成し、非公開情報を除き、速やかに公表

すること。 

(その他の手続) 

第20条 第8条第7号に規定するその他の手続は、次により実施するものとする。 

(1) 市長等は、緊急の必要があるときその他やむを得ない事情があると認めるときを除き、その

他の手続を実施する予定の日から起算して14日前までに、別に定める事項を公表すること。 

(2) 市長等は、その他の手続を実施したときは、当該手続に関する記録を作成し、非公開情報を

除き、速やかに公表すること。 

第2節 まちづくり提案 

(まちづくり提案) 

第21条 市民(年齢満18歳以上の市内に在住する者に限る。次条において同じ。)は、10人以上の連署

をもって、その代表者(以下「提案代表者」という。)から現状及び課題、予想される効果等を明示

し、具体的なまちづくりに関する政策を市長等に対して提案することができる。ただし、次の各号

のいずれかに該当するものは、この限りでない。 

(1) 第7条第2項各号に掲げるもの 

(2) 条例の制定又は改廃に関するもの 

(3) 事業の実施に当たって、既に議会の議決を得たもの 

(4) 前3号に掲げるもののほか、公序良俗に反するなど著しく不適当であると市長が認めたもの 

2 市長等は、前項の提案があったときは、非公開情報を除き、当該提案の概要を公表しなければな

らない。 

3 市長等は、第1項の提案を総合的に検討し、その結果及び理由を当該提案の提案代表者に通知する

とともに、非公開情報を除き、公表しなければならない。 

4 市長等は、提案代表者が希望するときは、前項の検討に当たって、意見を述べる場を設けなけれ

ばならない。 

5 提案代表者は、第3項の規定による検討結果に不服があるときは、市長等に対して再度検討するこ

とを申し出ることができる。 

6 市長等は、前項の申し出があったときは、三田市附属機関の設置に関する条例(平成21年三田市条

例第2号)第2条に規定する三田市市政への市民参加推進委員会(以下「委員会」という。)の意見を

聴いて、再度検討しなければならない。 

7 第2項及び第3項の規定は、第5項の申し出があったときに準用する。 
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(平28条例37・一部改正) 

第3章 市政への市民参加の推進 

(市政参加市民名簿) 

第22条 市長は、第8条に規定する市民意見を聴く手続に参加することを依頼することができる市民

の氏名、住所その他の別に定める事項が登載された名簿を調製することができる。 

2 前項の名簿には、市長が無作為に抽出した市民で、かつ、名簿への登載を希望した者を登載する

こととする。 

3 名簿に登載される期間は、2年以内とし、その期間を経過した後は、市長は、三田市個人情報保護

条例(平成12年三田市条例第5号)第10条第3項本文の規定に基づき、当該個人情報を速やかに廃棄し、

又は消去しなければならない。 

(運用状況の公表) 

第23条 市長は、毎年度、この条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。 

(条例の見直し) 

第24条 市長は、この条例の運用状況、委員会の意見等に基づいて、継続的に市政への市民参加制度

を検証し、必要に応じて見直しを行うこととする。 

第4章 補則 

(委任) 

第25条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長等が別に定める。 

付 則 抄 

(施行期日) 

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この条例の施行の際、既に着手され、又は着手のための準備が行われている対象事項については、

第2章第1節の規定は、適用しない。 

(三田市スポーツ推進審議会条例の一部改正) 

3 三田市スポーツ推進審議会条例(平成19年三田市条例第8号)の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

(三田市環境基本条例の一部改正) 

5 三田市環境基本条例(平成19年三田市条例第41号)の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

(三田市附属機関の設置に関する条例の一部改正) 

7 三田市附属機関の設置に関する条例(平成21年三田市条例第2号)の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

(三田市まちづくり基本条例の一部改正) 

9 三田市まちづくり基本条例(平成24年三田市条例第35号)の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

(三田市生涯学習審議会条例の一部改正) 

10 三田市生涯学習審議会条例(平成24年三田市条例第58号)の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

(三田市子ども審議会条例の一部改正) 

12 三田市子ども審議会条例(平成25年三田市条例第30号)の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

付 則(平成28年条例第37号) 

この条例は、公布の日から施行する。 
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○三田市市政への市民参加条例施行規則 

平成26年10月20日 

規則第26号 

(趣旨) 

第1条 この規則は、三田市市政への市民参加条例(平成26年三田市条例第33号。以下「条例」という。)

の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

(用語の定義) 

第2条 この規則において使用する用語の意義は、特別の定めのある場合を除くほか、三田市まちづ

くり基本条例(平成24年三田市条例第35号)及び条例において使用する用語の例による。 

(条例に規定する公表の方法) 

第3条 条例に規定する公表の方法は、次に掲げる方法のうちから適切な方法により行うものとする。 

(1) 所管課への備付け 

(2) 市のホームページへの掲載 

(3) 市の広報紙への掲載 

(4) その他効果的に市民に周知できる方法 

(条例等に規定する提出の方法) 

第4条 条例及びこの規則(第13条に規定する場合を除く。)に規定する意見、文書の提出の方法は、

次に掲げる方法とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、提出方法を指定することが

できる。 

(1) 持参 

(2) 郵送 

(3) ファクシミリ装置を用いた送信 

(4) 電子メールの送信 

(公募委員になることができる者の範囲) 

第5条 条例第11条に規定する募集に応募できる者の範囲は、次に掲げるとおりとする。ただし、市

長は、附属機関により市民意見を聴く手続の対象事項の内容に応じ、当該範囲を制限すること等が

できる。 

(1) 市内に住所を有する者(以下「在住者」という。) 

(2) 市内で働く者(前号に掲げる者を除く。以下「在勤者」という。) 

(3) 市内で学ぶ者(前2号に掲げる者を除く。以下「在学者」という。) 

(パブリックコメント手続における意見の提出) 

第6条 条例第13条の規定による意見の提出は、次に掲げる事項を記載した文書を市長に提出するこ

とにより行うものとする。 

(1) 提出者の氏名、住所及び連絡先 

(2) 対象事項の案に対する意見 

(3) その他市長が必要と認める事項 

(意向調査手続の結果の公表事項) 

第7条 条例第15条第2号の規定により公表する事項は、次のとおりとする。 

(1) 意向調査手続の名称 

(2) 意向調査手続の目的、方法及び対象 

(3) 意向調査手続の実施時期 

(4) 回答率及び集計結果 

(5) 事務局の名称 

(6) その他市長が必要と認める事項 

(ワークショップ手続に参加できる者の範囲等) 

第8条 条例第16条に規定するワークショップ手続に参加できる者の範囲は、次に掲げるとおりとす

る。ただし、市長は、ワークショップ手続の対象となる事案の内容に応じ、当該範囲を制限し、又

は参加できる者を指定すること等ができる。 

(1) 在住者 

(2) 在勤者 

(3) 在学者 

(4) 市内において事業活動その他の活動を行う者又は団体(前3号に掲げるものを除く。) 

(5) ワークショップ手続に係る事案に利害関係を有するもの(前各号に掲げるものを除く。) 
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2 条例第16条第4号の記録には、次に掲げる事項を記録するものとする。 

(1) ワークショップ手続の名称 

(2) ワークショップ手続を行う目的 

(3) ワークショップ手続に係る対象事項の内容 

(4) 開催の日時及び場所 

(5) ワークショップ手続で出された意見の概要 

(6) 事務局の名称 

(7) その他市長が必要と認める事項 

(公述人となることができる者の範囲等) 

第9条 前条第1項の規定は、条例第17条第1号ウに規定する公述人(同条第4号及び第5号による学識経

験を有する公述人を除く。)となることができる者の範囲について準用する。 

2 条例第17条第1号ウに規定する公述人となろうとする者は、次に掲げる事項を記載した文書を市長

に提出するものとする。 

(1) 提出者の氏名、住所及び連絡先 

(2) 公述人となることができる者に該当する旨及びその根拠となる事実 

(3) 公述人として述べようとする意見の要旨及び理由 

(4) その他市長が必要と認める事項 

(公聴会手続の記録) 

第10条 条例第17条第8号の記録には、次に掲げる事項を記載するものとする。 

(1) 公聴会手続の名称 

(2) 開催の日時及び場所 

(3) 公述人の氏名及び住所 

(4) 公述人の意見又は答弁の概要 

(5) 議長の氏名及び事務局の名称 

(6) 公聴会の議事の経過 

(7) その他市長が必要と認める事項 

(意見交換会手続に参加できる者の範囲等) 

第11条 第8条第1項の規定は、条例第19条第1号ウに規定する意見交換会手続に参加できる者の範囲

について準用する。 

2 条例第19条第3号の記録には、次に掲げる事項を記録するものとする。 

(1) 意見交換会手続の名称 

(2) 開催の日時及び場所 

(3) 参加した者の氏名(不特定多数の者を対象とする意見交換会にあっては、参加した者のおおよ

その人数) 

(4) 市長が説明した対象事項の案の概要 

(5) 参加した者からの意見の内容及び当該意見に対する市長の考え方 

(6) 事務局の名称 

(7) その他市長が必要と認める事項 

(その他の手続の公表事項) 

第12条 条例第20条第1号に規定する公表する事項は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 対象事項の内容及び関連する事項 

(2) その他の手続の内容 

(3) 日時及び場所を定めて行う場合は、日時及び場所 

(4) 当該その他の手続に参加できる者の範囲 

(5) その他の手続を実施するために必要な事項 

2 条例第20条第2号の記録には、概ね次に掲げる事項を記録するものとする。 

(1) 対象事項の内容及び関連する事項 

(2) その他の手続の内容 

(3) 日時及び場所を定めて行った場合は、日時及び場所 

(4) 参加した者の氏名(不特定多数の者を対象とするその他の手続にあっては、参加した者のおお

よその人数) 

(5) 参加した者からの意見の内容 

(6) 事務局の名称 
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(まちづくり提案の方法等) 

第13条 条例第21条第1項による提案を行おうとする者は、次に掲げる事項を記載した文書を、市長

に持参又は郵送により提出しなければならない。 

(1) 提案者の氏名及び住所 

(2) まちづくり提案の内容及び理由 

(3) その他市長が必要と認める事項 

2 条例第21条第2項の規定による公表は、次に掲げる事項を公表するものとする。 

(1) 提案の内容 

(2) 提案代表者の氏名 

(3) その他市長が必要と認める事項 

3 条例第21条第3項の規定による公表は、次に掲げる事項を公表するものとする。 

(1) 前項第1号及び第2号に規定する事項 

(2) 提案を受けた政策に対する市長の考えと理由 

(3) その他市長が必要と認める事項 

(まちづくり提案における意見陳述) 

第14条 市長は、条例第21条第4項の規定による意見を述べる(以下「意見陳述」という。)場を設け

るに当たっては、提案代表者に対し、意見陳述を行う期日までに相当な期間をおいて、その日時及

び場所を通知するものとする。 

2 提案代表者は、やむを得ない理由があるときは、市長に対し、意見陳述の日時の変更を申し出る

ことができる。 

3 提案代表者は、意見陳述を行うに当たり、代理人に意見を陳述させることができる。 

(まちづくり提案における再検討の申し出) 

第15条 条例第21条第5項の規定による申し出は、同条第3項に規定する公表の日から起算して15日以

内にしなければならない。 

2 前項の再検討の申し出は、次に掲げる事項を記載した文書を市長に提出することにより行うもの

とする。 

(1) 再検討を申し出る提案の名称又はその内容 

(2) 再検討を申し出る理由 

3 第13条第2項の規定は条例第21条第7項において準用する同条第2項に規定する公表について、第13

条第3項の規定は条例第21条第7項において準用する同条第3項に規定する公表についてそれぞれ準

用する。 

(市政参加市民名簿の登載事項) 

第16条 条例第22条に規定する市政参加市民名簿の登載事項は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 氏名、住所及び連絡先 

(2) 参加を希望する分野 

(3) その他市長が必要と認める事項 

(補則) 

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

付 則 

(施行期日) 

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。 

(三田市事務処理規則の一部改正) 

2 三田市事務処理規則(昭和51年三田市規則第27号)の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

(三田市の組織及びその事務管理に関する規則の一部改正) 

3 三田市の組織及びその事務管理に関する規則(平成16年三田市規則第9号)の一部を次のように改

正する。 

〔次のよう〕略 

 

 


